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（２） 地域づくりの実現方策                         
  ア 秩序ある土地利用の構築             
  イ 既存ストックの有効活用策                         
  ウ 小笠原らしい景観の創出・誘導               
（３） 地域づくり推進体制の充実                       
   ア ビジョンの共有化による展開                      
   イ パートナーシップによる推進                      
   ウ 多様な整備手法による推進                       
 
（補足説明－１ ） 
 適正な土地利用に向けて ２９ 
（１）小笠原の土地問題を認識する 
（２）国公有地の有効利用を考える 
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（補足説明－２） 
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（１）重点的に二見港周辺の景観形成を行う 
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